
市
役
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

市
役
所
か
ら
皆
さ
ま
へ
、

暮
ら
し
に
役
立
つ
情
報
を
お
届
け
し
ま
す
。

　
４
月
25
日
か
ら
使
用
開
始
さ
れ
て
い
る「
仙

北
市
生
活
応
援
商
品
券
」の
使
用
期
限
は
、
８

月
31
日
㈪
ま
で
と
な
り
ま
す
。
使
用
期
限
が
過

ぎ
る
と
無
効
と
な
り
、使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

必
ず
期
限
内
に
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
未
使
用
の
商
品
券
は
払
い
戻
し
で
き

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●��

問
合
せ
／
総
務
課

　
☎
43ｰ

１
１
１
１

市役所からのお知らせ

令
和
８
年
度
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
資
格
認
定
試
験

●�

申
込
受
付
期
間
／
7
月
６
日
㈪
～
21
日
㈫

(

土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く)

●�

受
験
者
講
習
会
／
9
月
24
日
㈭ 

9
時
30
分

～
15
時
30
分

●�

資
格
認
定
試
験
／
10
月
30
日
㈮ 

10
時
～

12
時

●
場
所
／

《
受
験
者
講
習
会
》希
望
の
市
町
村
会
場

※�

秋
田
県
下
水
道
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

《�

資
格
認
定
試
験
会
場
》秋
田
県
Ｊ
Ａ
ビ
ル　

９
階（
秋
田
市
八
橋
南
二
丁
目
10ｰ

16
）

●�

申
込
方
法
／
上
下
水
道
課
に
備
え
つ
け
の
用

紙
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※�

申
請
書
は
秋
田
県
下
水
道
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●�

受
講
・
受
験
手
数
料
／
６
０
０
０
円（
テ
キ

ス
ト
別
）

※�

受
講
・
受
験
票
は
、
8
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

※�

テ
キ
ス
ト
は
、
受
験
者
が
準
備
い
た
だ
く
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

●�

テ
キ
ス
ト
／
日
本
下
水
道
協
会
発
刊「
排
水

設
備
工
事
責
任
技
術
者
講
習
用
テ
キ
ス
ト
」

(

定
価
２
５
３
０
円)

●��

問
合
せ
／
秋
田
県
下
水
道
協
会
事
務
局

　
☎
０
１
８ｰ

８
６
４ｰ

１
４
２
７

　
上
下
水
道
課

　
☎
43ｰ

２
２
９
６

詳
細
は
こ
ち
ら
→

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル（
利
用
状
況
調
査
）の
実
施
に
つ
い
て

　
農
業
委
員
会
で
は
、
農
地
の
遊
休
化
や
違

反
転
用
を
早
期
に
発
見
し
、
効
率
的
な
農
地

利
用
の
促
進
に
つ
な
げ
る
た
め
、
市
内
す
べ

て
の
農
地
を
対
象
と
し
た
利
用
状
況
調
査

（
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
）を
行
い
ま
す
。
農
家

の
皆
さ
ん
の
圃
場
に
立
ち
入
り
調
査
を
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。
現
在
耕
作
し
て
い
な
い
農
地（
遊

休
農
地
・
不
作
付
地
）が
あ
る
方
は
、
草
刈
・

耕
起
を
行
う
な
ど
、
適
正
な
農
地
管
理
を
お

願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
遊
休
農
地
を
発
見
し

た
場
合
、
農
地
所
有
者
に
対
し
今
後
の
利
用

意
向
を
伺
う
調
査
票
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
実
施
期
間
／
毎
年
７
月
中
旬
か
ら
８
月
ま
で

●�

調
査
方
法
／
農
業
委
員
、
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
、
事
務
局
が
巡
回
し
ま
す
。

●��

問
合
せ
／
農
業
委
員
会
事
務
局

　
☎
43ｰ

２
２
０
９

令
和
８
年
度
地
籍
調
査
事
業
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

　
市（
角
館
地
区
）で
は
、
平
成
４
年
度
か
ら

土
地
の
基
本
と
な
る
地
籍
調
査
事
業
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
地
籍
と
は
、
一
筆
ご
と
の
地

番
・
地
目
・
面
積
・
所
有
者
・
権
利
関
係
を
記

録
し
た
も
の
で
、
人
間
の
戸
籍
に
あ
た
る
も

の
で
す
。

　
こ
の
地
籍
調
査
事
業
で
、
皆
さ
ま
が
所
有

す
る
土
地
の
正
確
な
地
図
や
台
帳
を
作
る
こ

と
に
よ
り
、災
害
な
ど
で
境
界
が
不
明
に
な
っ

て
も
容
易
に
復
元
す
る
こ
と
が
可
能
で
、
境

界
紛
争
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
防
止
に
な
る
な
ど
、

市
民
の
皆
さ
ま
に
も
多
く
の
利
点
が
あ
り
ま

す
。

　
調
査
計
画
区
域
に
土
地
を
所
有
さ
れ
る
皆

さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●�

令
和
８
年
度
調
査
計
画
区
域
／
仙
北
市
角

館
町
雲
然
碇
前
田
の
一
部

※
関
係
者
の
方
々
に
は
事
前
に
通
知
し
ま
す
。

●
問
合
せ
／
管
財
課

　
☎
43ｰ

３
３
８
５

　
夏
い
ち
ご
栽
培
に
取
り
組
も
う
と
す
る
市
内

農
業
者
な
ど
を
対
象
に
現
地
見
学
会
を
今
年
度

も
引
き
続
き
開
催
し
ま
す
。

　
例
年
は
盛
夏
期
に
屋
外
で
開
催
し
て
い
ま
し

た
が
、
熱
中
症
の
恐
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
今
年

度
は
9
月
下
旬
～
10
月
上
旬
を
目
途
に
開
催
し

ま
す
。
開
催
日
程
に
つ
い
て
は
、
広
報
せ
ん
ぼ

く
9
月
号
に
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
問
合
せ
／
農
業
振
興
課

　
☎
43ｰ

２
２
０
６

　
株
式
会
社
ス
ト
ロ
ベ
リ
ー
フ
ァ
ー
ム

　
☎
42ｰ

８
０
６
２

　
教
育
委
員
会
か
ら
地
域
の
皆
さ
ま
に
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　
現
在
、
市
内
に
お
い
て
ク
マ
の
目
撃
情
報

が
増
加
し
て
お
り
、
児
童
生
徒
の
安
全
確
保

が
一
層
重
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
市
内
小
・
中
学
校
の
校
外
学

習
や
学
校
敷
地
周
辺
で
の
安
全
確
認
の
際

に
、
ク
マ
よ
け
用
の
大
音
量
機
器
を
使
用
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
近
隣
の
皆
さ
ま
に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
し

ま
す
が
、
児
童
生
徒
の
安
全
確
保
の
た
め
の

取
り
組
み
と
し
て
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

●�

問
合
せ
／
学
校
教
育
課

　
☎
43ｰ

３
３
８
２

上
桧
木
内
出
張
所
業
務
を「
紙
風
船
館
」で
行
い
ま
す

　
昨
年
8
月
の
大
雨
被
害
に
よ
り
、
山
鳩
館

で
業
務
を
行
っ
て
い
た
上
桧
木
内
出
張
所

は
、
7
月
1
日
㈬
よ
り「
紙
風
船
館
」へ
移

転
し
、
業
務
を
行
い
ま
す
。

　
な
お
、
7
月
1
日
は
回
線
整
備
の
た
め
、

証
明
書
発
行
な
ど
の
業
務
は
行
え
ま
せ
ん
。

皆
さ
ま
に
は
ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

●��

問
合
せ
／
上
桧
木
内
出
張
所

　
☎
49ｰ

２
１
５
９

　
7
月
か
ら
９
月
は
夏
の
熱
中
症
等
声
か
け

期
間
で
す
。

　
農
作
業
中
の
熱
中
症
な
ど
に
よ
る
死
亡
者

が
全
国
的
に
急
増
し
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち

約
85
％
が
７
～
８
月
に
発
生
し
て
お
り
、
非

常
に
熱
中
症
リ
ス
ク
が
高
く
な
っ
て
い
ま

す
。
熱
中
症
事
故
は
、
周
り
の
人
が
お
互
い

に
気
を
配
り
、
声
を
か
け
合
う
こ
と
で
、
防

げ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
家
族
や
職
場
、

地
域
全
体
で
声
を
か
け
合
い
、
熱
中
症
に
よ

る
死
亡
者
0
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

　
声
か
け
活
動
や
熱
中
症
対
策
の
ポ
イ
ン
ト

を
紹
介
し
て
い
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
左
の

二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

●
問
合
せ
／
農
業
振
興
課

　
☎
43ｰ

２
２
０
６

熱
中
症
対
策
チ
ラ
シ
→

水
道
メ
ー
タ
ー
交
換
の
実
施

　
現
在
、
市
の
水
道
を
利
用
さ
れ
て
い
る
皆
さ

ま
の
中
で
、
今
年
度
中
に
有
効
期
間
満
了
を

む
か
え
る
水
道
メ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
、
上
下
水

道
課
か
ら
委
託
を
受
け
た
業
者
が
訪
問
し
水
道

メ
ー
タ
ー
の
交
換
を
実
施
し
ま
す
。
利
用
者
の

皆
さ
ま
に
は
大
変
ご
不
便
、
ご
迷
惑
を
お
か
け

し
ま
す
が
、
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

　
な
お
、
水
道
メ
ー
タ
ー
交
換
後
は
一
時
的
に

赤
水
、
白
濁
水
な
ど
が
出
る
場
合
が
あ
り
ま
す

が
、
外
部
水
栓
や
温
水
以
外
の
蛇
口
か
ら
数
分

水
を
出
す
と
解
消
し
ま
す
。

　
ご
不
明
な
点
な
ど
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合

わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●�

交
換
作
業
期
間
／
7
月
8
日
㈬
～
11
月
30
日
㈪

●��

問
合
せ
／
上
下
水
道
課

　
☎
43ｰ

２
２
９
６

●�

事
業
内
容
／
第
３
子
以
降
が
生
ま
れ
、
就

学
前
の
子
を
養
育
し
て
い
る
家
庭
に
、
経

済
的
な
負
担
を
軽
減
し
安
心
し
て
子
ど
も

を
産
み
育
て
る
環
境
づ
く
り
を
進
め
る
た

め
、
１
５
０
０
０
円
相
当
の
サ
ポ
ー
ト
券

を
交
付
し
ま
す
。

●�

交
付
対
象
／
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

▼�

児
童
お
よ
び
保
護
者
と
も
に
申
請
日
に
お

い
て
仙
北
市
に
住
所
を
有
す
る
こ
と

▼�

第
３
子
以
降
が
生
ま
れ
、
そ
の
子
を
含
む

3
人
以
上
の
子
を
養
育
し
て
い
る
こ
と

▼�

小
学
校
就
学
前
の
子
を
養
育
し
て
い
る
こ
と

●
サ
ー
ビ
ス
内
容
／

▼�

子
ど
も
の
笑
顔
が
広
が
る
サ
ー
ビ
ス
プ
ラ

ン（
絵
本
・
ケ
ー
キ
・
文
房
具
・
子
ど
も
の

靴
・
お
む
つ
・
ミ
ル
ク
の
購
入
、
子
ど
も
の

記
念
写
真
、
予
防
接
種
な
ど
）

▼�

一
時
的
な
保
育
を
支
援
す
る
サ
ー
ビ
ス
プ

ラ
ン（
一
時
保
育
サ
ー
ビ
ス
・
託
児
サ
ー
ビ

ス
）

※�

詳
細
は
、
申
請
窓
口
に
設
置
し
て
い
る
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●�

申
請
先
／
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
、
田
沢

湖
・
西
木
市
民
セ
ン
タ
ー
、
各
出
張
所

●�

申
請
・
交
付
期
間
／
7
月
1
日
㈬
～
令
和

9
年
2
月
26
日
㈮

※�

土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
12
月
29
日
～
1
月
3
日

を
除
く

●
有
効
期
限
／
令
和
9
年
3
月
31
日
㈬

●��

問
合
せ
／
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー

　
☎
43ｰ

２
２
８
０

仙
北
市
生
活
応
援
商
品
券
の
使
用
期
限
に
つ
い
て

【
残
り
２
か
月
!!
】

農
作
業
中
の
熱
中
症
に
気
を
付
け
ま
し
ょ
う

学
校
に
お
け
る
ク
マ
対
策
に
伴
う

大
音
量
機
器
使
用
に
つ
い
て

  仙北市公式 LINE　追加はこちらから→

夏
い
ち
ご
事
業
現
地
見
学
会
日
程
の
お
知
ら
せ

（
9
月
下
旬
～
10
月
上
旬
予
定
）

仙
北
市
子
育
て
フ
ァ
ミ
リ
ー
支
援
事
業
を
開
始
し
ま
す
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市役所からのお知らせ

千
葉
克
介
写
真
展 

ー
自
然
の
息
吹
ー

　
角
館
の
桜
や
祭
り
の
情
景
を
捉
え
、
地
域

の
観
光
振
興
に
も
尽
力
し
た
写
真
家
・
千
葉

克
介
。
本
展
で
は
、
か
た
く
り
の
花
咲
く
春

か
ら
田
沢
湖
、
白
神
の
ブ
ナ
林
ま
で
、
氏
が

愛
し
た「
ふ
る
さ
と
の
自
然
」と「
み
ち
の

く
の
美
」を
一
堂
に
展
示
し
ま
す
。
没
後
1

年
半
、
氏
の
愛
用
品
と
と
も
に
そ
の
軌
跡
を

辿
る
特
別
展
で
す
。
過
去
の
角
館
の
お
祭
り

ポ
ス
タ
ー
も
展
示
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧

く
だ
さ
い
。

●
会
期
／
７
月
１
日
㈬
～
９
月
23
日
㈬

●
休
館
日
／
月
曜
日

※
７
月
20
日
、
９
月
21
日
は
開
館
し
ま
す
。

●�

入
館
料
／
高
校
生
以
上
５
０
０
円
、
小
中

学
生
３
０
０
円

※
仙
北
市
民
は
無
料

●
問
合
せ
／
平
福
記
念
美
術
館

　
☎
54ｰ

３
８
８
８

市役所からのお知らせ

「
仙
北
市
二
十
歳
の
集
い
」を
開
催
し
ま
す	

　
二
十
歳
を
祝
い
、
友
人
や
地
域
な
ど
の
つ
な

が
り
を
深
め
る
機
会
と
し
て
開
催
し
ま
す
。　

　
二
十
歳
を
迎
え
た
皆
さ
ま
は
、
ぜ
ひ
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

●�

対
象
者
／
平
成
17
年
４
月
２
日
～
平
成
18
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
仙
北
市
出
身
の

方
お
よ
び
市
内
在
住
の
方
で
す
。

●�

日
時
／
８
月
15
日
㈯ 

14
時
～

　
（
受
付
13
時
～
）

●
場
所
／
仙
北
市
民
会
館（
田
沢
湖
生
保
内
）�

●
問
合
せ
／
教
育
委
員
会 

生
涯
学
習
課

　
☎
43ｰ

３
３
８
３

　

角
館
樺
細
工
伝
承
館
で
は
６
月
20
日
よ

り
、「
角
館
の
伝
統
工
芸
品
展
」を
開
催
し
て

い
ま
す
。
角
館
町
に
あ
る
伝
統
工
芸
品
、
樺

細
工･

白
岩
焼
・
イ
タ
ヤ
細
工
・
角
館
春
慶

塗
を
展
示
し
ま
す
。

●
会
期
／
６
月
20
日
㈯
～
9
月
27
日
㈰

※
会
期
中
無
休

●�

観
覧
料
／
一
般
５
０
０
円
・
小
中
学
生

３
０
０
円

※�

仙
北
市
民
は
無
料（
運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人

確
認
書
類
の
提
示
を
お
願
い
し
ま
す
。）

●�

開
館
時
間
／
９
時
～
17
時（
入
館
は
16
時

30
分
ま
で
）

●
問
合
せ
／
角
館
樺
細
工
伝
承
館

　
☎
54ｰ

１
7
０
０

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
→

　
第
50
回
全
国
高
等
学
校
総
合
文
化
祭「
あ
き

た
総
文
２
０
２
６
」が
、
7
月
26
日
㈰
か
ら
8

月
1
日
㈯
ま
で
の
7
日
間
、
秋
田
県
内
各
地
で

開
催
さ
れ
ま
す
。
総
文
祭
は「
文
化
部
の
イ
ン

タ
ー
ハ
イ
」と
も
呼
ば
れ
、
全
国
か
ら
約
2
万

人
の
高
校
生
が
参
加
す
る
国
内
最
大
規
模
の
芸

術
文
化
活
動
の
祭
典
で
す
。
演
劇
、
合
唱
、
吹

奏
楽
、
書
道
、
写
真
、
囲
碁
、
将
棋
な
ど
19
の

規
定
部
門
を
中
心
に
、
多
彩
な
発
表
や
交
流
が

行
わ
れ
ま
す
。
秋
田
県
で
の
開
催
は
45
年
ぶ
り

2
回
目
と
な
り
ま
す
。

●�

問
合
せ
／
第
50
回
全
国
高
等
学
校
総
合
文
化

祭
秋
田
県
実
行
委
員
会
事
務
局（
秋
田
県
教

育
庁
高
校
教
育
課
全
国
高
等
学
校
総
合
文
化

祭
推
進
室
内
）

　

�

〒
０
１
０ｰ

０
９
５
１ 

秋
田
県
秋
田
市
山
王

四
丁
目
1
番
2
号

　
☎
０
１
８ｰ

８
６
０ｰ

１
４
３
３

　
詳
し
く
は
大
会
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
→

県
外
で
の
採
用
活
動
を
応
援
し
ま
す
！

6
月
1
日
か
ら
ス
タ
ー
ト

　
市
で
は
、
市
内
企
業
の
皆
さ
ま
が
優
秀
な

人
材
を
確
保
し
、
地
域
産
業
を
活
性
化
さ
せ

る
た
め
6
月
1
日
か
ら「
仙
北
市
中
小
企
業

採
用
活
動
支
援
事
業
補
助
金
」が
ス
タ
ー
ト

し
ま
す
。
県
外
で
開
催
さ
れ
る
合
同
企
業
説

明
会
や
就
職
フ
ェ
ア
な
ど
へ
出
展
す
る
際
の

「
宿
泊
費
」や「
交
通
費
」を
補
助
し
ま
す
。

●�

補
助
内
容
／
補
助
対
象
経
費
の
2
分
の
1

（
1
回
あ
た
り
上
限
5
万
円
）

●�

宿
泊
費
／
補
助
対
象
経
費
の
2
分
の
1

（
１
人
1
泊
あ
た
り
上
限
1
万
円
）

●�

回
数
制
限
／
同
一
年
度
内
3
回
ま
で

●�

申
請
方
法
／
必
ず
事
業
実
施（
契
約
・
申

込
）の
前
に
、
申
請
書
と
必
要
書
類
を
商

工
課
へ
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

●�

注
意
点
／

▼��

予
算
の
上
限
に
達
し
次
第
、
受
付
を
終
了

し
ま
す
。

▼�

交
通
費
・
宿
泊
費
の
対
象
範
囲
に
は
、
一

部
対
象
外
と
な
る
経
費（
自
家
用
車
・
タ
ク

シ
ー
利
用
、
新
幹
線
以
外
の
特
急
指
定
席

な
ど
）や
細
か
な
条
件
が
あ
り
ま
す
。
ト

ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
た
め
、
事
前
の
計
画
段
階

で
、
ま
ず
は
商
工
課
ま
で
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
／
商
工
課

　
☎
43ｰ

３
３
５
１

「
仙
北
市
文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画（
案
）」に
関
す
る

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト（
意
見
募
集
）の
実
施
に
つ
い
て

　
市
で
は
、
文
化
財
の
保
存
・
活
用
に
関
す

る
総
合
的
な
計
画
と
し
て
、
市
の
最
上
位
計

画
で
あ
る「
仙
北
市
総
合
計
画
」の
も
と
に

位
置
付
け
る「
仙
北
市
文
化
財
保
存
活
用
地

域
計
画
」の
策
定
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
仙
北
市
文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画

（
案
）に
つ
い
て
、
市
民
の
皆
さ
ま
か
ら
の

ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

●�

計
画
の
名
称
／
仙
北
市
文
化
財
保
存
活
用

地
域
計
画（
案
）

●�

意
見
書
の
提
出
期
間
／
６
月
26
日
㈮
～
７

月
10
日
㈮

●�

公
表
場
所
お
よ
び
公
表
期
間
／

▼�

公
表
期
間 

６
月
26
日
㈮
～
７
月
10
日
㈮

▼�

公
表
場
所

①�

仙
北
市
役
所
田
沢
湖
庁
舎
１
階 

田
沢
湖

市
民
セ
ン
タ
ー

②
仙
北
市
役
所
角
館
庁
舎
２
階 

文
化
財
課

③�

仙
北
市
役
所
西
木
庁
舎
１
階 

西
木
市
民

セ
ン
タ
ー　

※
８
時
45
分
か
ら
17
時
ま
で

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く

④
仙
北
市
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

　

�

新
着
情
報
一
覧
ま
た
は
行
政
情
報
▼

各
機

関
か
ら
の
お
知
ら
せ
▼

文
化
財
課
▼『「
仙

北
市
文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画（
案
）」

に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト（
意
見

募
集
）の
実
施
に
つ
い
て
』を
ご
覧
願
い

ま
す
。

※�

計
画(

案)

は
各
市
民
セ
ン
タ
ー
に
１
部
置
い

て
あ
り
ま
す
が
、
計
画(

案)

の
コ
ピ
ー
が
必

要
な
場
合
は
別
途
コ
ピ
ー
手
数
料
が
か
か
り
ま

す
の
で
ご
承
知
お
き
く
だ
さ
い
。

●�

意
見
の
提
出
方
法
／
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
電

子
メ
ー
ル（
意
見
書
様
式
は「
公
表
場
所
」

に
備
え
付
け
て
い
る
ほ
か
、
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

●
意
見
提
出
の
際
の
留
意
事
項
／

　

�

い
ず
れ
の
方
法
で
提
出
す
る
場
合
も
、
提

出
す
る
方
の
住
所
お
よ
び
氏
名
を
明
記
し

て
く
だ
さ
い（
住
所
・
氏
名
を
明
記
し
て

い
な
い
場
合
に
は
、
提
出
意
見
と
し
て
扱

わ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

●
提
出
さ
れ
た
意
見
の
公
表
／

　

�

提
出
し
て
い
た
だ
い
た
意
見
書
に
つ
い
て

は
、
市
の
考
え
方
を
付
し
て
内
容
を
公
表

し
ま
す
。
そ
の
際
、
住
所
・
氏
名
は
公
表

し
ま
せ
ん
。
な
お
、
同
種
の
意
見
が
複
数

あ
る
場
合
は
、
整
理
し
ま
と
め
て
公
表
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
案
に
対
す

る
賛
成
、反
対
の
み
の
意
見
に
つ
い
て
は
、

そ
の
よ
う
な
意
見
が
あ
っ
た
こ
と
は
公
表

し
ま
す
が
、
改
め
て
市
の
考
え
方
を
示
す

こ
と
は
し
ま
せ
ん
の
で
ご
承
知
お
き
く
だ

さ
い
。

●
意
見
の
提
出
先
／

▼�

郵
送 

〒
０
１
４ｰ

０
３
９
２

　

�

仙
北
市
角
館
町
中
菅
沢
81ｰ

８ 

仙
北
市
役

所
角
館
庁
舎 

観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
文

化
財
課

▼�

Ｆ
Ａ
Ｘ 

54ｰ

４
１
０
２（
観
光
文
化
ス
ポ
ー

ツ
部
文
化
財
課
宛
て
）

▼�

電
子
メ
ー
ル 

　

kybunka@
city.sem

boku.akita.jp

●
問
合
せ
／
文
化
財
課

　
☎
43ｰ

３
３
８
４

塩
野
米
松
の
い
の
ち
わ
く
わ
く
お
は
な
し
絵
本
展

　
5
冊
の
絵
本
の
原
画
や
資
料
が
大
集
合
！

お
楽
し
み
に
！

●
会
期
／
7
月
15
日
㈬
～
9
月
27
日
㈰

●
休
館
日
／
毎
週
月
曜
日

●
開
館
時
間
／
９
時
～
17
時(

入
館
は
16
時

　
30
分
ま
で
）

●�

入
館
料
／
高
校
生
以
上
５
０
０
円
、
小
中

学
生
３
０
０
円

※
仙
北
市
民
は
無
料

【
塩
野
米
松
氏
×
村
上
康
成
氏
ト
ー
ク
イ
ベ

ン
ト
開
催
！
】（
無
料
・
申
込
不
要
）

　
絵
本『
わ
く
』が
で
き
る
ま
で
の
過
程
を
お

2
人
に
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
皆
さ
ま
の

ご
来
場
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

●�

日
時
／
７
月
25
日
㈯ 

14
時
30
分
～

●
場
所
／
総
合
情
報
セ
ン
タ
ー
ラ
ウ
ン
ジ

●
問
合
せ
／
新
潮
社
記
念
文
学
館

　
☎
43ｰ

３
３
３
３

『昨年の二十歳の集いより』

第
50
回
全
国
高
等
学
校
総
合
文
化
祭

「
あ
き
た
総
文
２
０
２
６
」開
催

企
画
展　
「
角
館
の
伝
統
工
芸
品
展
」

詳細はこちら
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市役所からのお知らせ市役所からのお知らせ

木
造
住
宅
耐
震
診
断
支
援
・

耐
震
改
修
補
助
事
業
の
お
知
ら
せ

　
市
で
は
、
住
宅
の
耐
震
診
断
の
支
援
や
、
耐

震
診
断
で
危
険
と
判
断
さ
れ
た
住
宅
の
耐
震
改

修
を
行
う
場
合
に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。 

【
耐
震
診
断
支
援
事
業
】

●
対
象
と
な
る
住
宅
／

▼
市
内
に
あ
る
住
宅
で
あ
る
こ
と

▼�

昭
和
56
年
以
前
に
建
築
さ
れ
た
木
造
戸
建
て

住
宅
で
あ
る
こ
と（
丸
太
組
工
法
は
除
く
）

▼�

店
舗
な
ど
と
併
用
住
宅
の
場
合
は
、
店
舗
部

分
の
床
面
積
が
延
べ
面
積
の
２
分
の
１
以
下

で
あ
る
こ
と

▼�

過
去
に
市
の
耐
震
診
断
、
ま
た
は
耐
震
改
修

の
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

●
個
人
の
負
担
額
／
1
万
円

※�

一
般
的
な
耐
震
診
断
費
用
は
1
戸
あ
た
り
13
万
円

程
度
で
す
が
、
こ
の
う
ち
12
万
円
は
市
な
ど
で
負

担
し
ま
す
。

●�

そ
の
他
／
市
が
委
託
す
る
専
門
機
関
か
ら
耐

震
診
断
士
を
派
遣
し
ま
す
。

●
募
集
戸
数
／
2
戸

●
募
集
期
間
／
11
月
30
日
ま
で

※�

こ
の
補
助
を
受
け
る
に
は
事
前
相
談
が
必
要
で
す
。

【
耐
震
改
修
補
助
事
業
】

●
対
象
と
な
る
住
宅
／

▼�

耐
震
診
断
支
援
事
業
の
対
象
住
宅
の
条
件
を

満
た
し
て
い
る
こ
と

▼�

耐
震
診
断
の
結
果
、
上
部
構
造
評
価
点
が

１・０
未
満
と
判
断
さ
れ
た
住
宅
で
あ
る
こ
と

▼�

申
請
時
に
耐
震
改
修
に
関
す
る
契
約
が
さ
れ

て
い
な
い
こ
と

●�

補
助
金
／
耐
震
改
修
に
要
す
る
費
用
の
23
％

（
上
限
30
万
円
）

※�

秋
田
県
の
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
推
進
事
業
と
の
併
用

は
可
能

●
募
集
戸
数
／
1
戸

●
募
集
期
間
／
11
月
30
日
㈪
ま
で

※�

こ
の
補
助
を
受
け
る
に
は
、
事
前
相
談
が
必
要

で
す
。

●
問
合
せ
／
建
設
課

　
☎
43ｰ

２
２
９
５

上部構造評点 判定 内容

1.5以上 倒壊しない ◎安全ですが点検しましょう

1.0以上
1.5未満 一応倒壊しない ○より安全にするために点検補修しましょう

0.7以上
1.0未満 倒壊する可能性がある △補修工事を行い、1.0以上にしましょう

0.7未満 倒壊する可能性がある ×早めに補修工事を行い、1.0以上にしましょう

※�上部構造評点を 1.0未満から 1.0以上にするための耐震化改修を行う場合に補助金の交付
を受けることができます。ただし、条件などがありますので事前に相談してください。

▶

▶

開催地区 開催日時・開催場所

田沢湖

7月11日㈯10時～ 12時
田沢湖総合開発センター １階 大集会室
7月14日㈫18時30分～ 20時30分

神代就業改善センター ２階 集会室

西木 7月2日㈭18時30分～ 20時30分
西木総合開発センター ２階 大集会室

角館 7月9日㈭18時30分～ 20時30分
角館交流センター 多目的ホール

仙
北
市
病
院
事
業 

経
営
健
全
化
計
画
に
関
す
る

住
民
説
明
会
の
お
知
ら
せ

　
仙
北
市
病
院
事
業
は
、
令
和
６
年
度
決
算

に
お
い
て
事
業
規
模
に
対
す
る
資
金
不
足
額

の
比
率（
資
金
不
足
比
率
）が
、「
地
方
公
共

団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
」第

23
条
第
1
項
に
規
定
す
る
経
営
健
全
化
基

準（
20
％
）を
大
き
く
上
回
る
35
・
1
％
と
な

り
、
同
法
の
規
定
に
基
づ
き「
経
営
健
全
化

団
体
」と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
令
和

７
年
９
月
か
ら
12
月
ま
で
個
別
外
部
監
査
を

実
施
し
、
そ
の
結
果
の
報
告
を
踏
ま
え
、
早

期
に
経
営
の
健
全
化
が
図
ら
れ
る
よ
う「
仙

北
市
病
院
事
業
経
営
健
全
化
計
画
」を
令
和

8
年
3
月
に
策
定
し
ま
し
た
。

　
こ
の
計
画
に
関
す
る
住
民
説
明
会
を
６
月
22

日
か
ら
開
催
し
て
い
ま
す
。
７
月
も
次
の
日
程

に
よ
り
開
催
し
ま
す
。
お
住
ま
い
の
地
域
に
関

わ
ら
ず
、
ど
こ
の
会
場
に
も
参
加
す
る
こ
と
が

可
能
で
す
の
で
、
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

　
計
画
書
に
つ
い
て
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の「
行
政
情
報
」の「
行
政
計
画
」に
掲
載

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
／
医
療
局 

経
営
戦
略
室

　
☎
54ｰ

２
１
１
６

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
54ｰ

２
７
１
５

　
メ
ー
ル

　

�iryoukanri@
city.sem

boku.akita.jp※参加にあたって申込みの必要はありません。

詳
細
は
こ
ち
ら
→

体
力
・
運
動
能
力
調
査
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
！

　
運
動
能
力
を
把
握
す
る
い
い
機
会
で
す
。
自

分
の
苦
手
な
と
こ
ろ
を
把
握
し
、
日
々
の
健
康

の
た
め
に
役
立
て
ま
し
ょ
う
。
参
加
は
無
料
で

す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
開
催
日
時
・
会
場
／

▼�

7
月
16
日
㈭ 

10
時
～
12
時
・
13
時
～
15
時

角
館
交
流
セ
ン
タ
ー

▼
7
月
17
日
㈮ 

10
時
～
12
時
・
13
時
～
15
時

  

生
保
内
市
民
体
育
館

※�

時
間
内
は
、
い
つ
で
も
参
加
で
き
ま
す
。
希
望
者

に
は
結
果
を
お
渡
し
し
ま
す
。

●�

服
装
・
持
ち
物
／
ス
ポ
ー
ツ
が
で
き
る
服

装
・
内
履
き
・
タ
オ
ル
・
水
分
補
給
の
た
め

の
飲
料
水
な
ど

●�

参
加
資
格
／
４
月
1
日
現
在
、
仙
北
市
に
在

住
・
在
勤
の
満
20
歳
以
上
の
方 

●�

参
加
定
員
／
各
会
場 

約
40
人

●�

申
込
方
法
／
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
ま
で
電
話
、

メ
ー
ル
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。
各
市
民
セ
ン
タ
ー
・
出
張
所
・
公
民

館
で
お
申
し
込
み
の
場
合
は
備
え
付
け
の
申

込
用
紙
に
記
入
し
、お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●�

申
込
締
切
／
７
月
10
日
㈮

※
当
日
受
付
も
可
能
で
す
。

●�

問
合
せ
／
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

　
☎
43ｰ

３
３
９
０

　
Ｆ
Ａ
Ｘ 

54ｰ

４
１
０
２

　
メ
ー
ル

　

kyspo@
city.sem

boku.akita.jp

仙
北
市
の
今
を
知
り
、
明
る
い
未
来
に
つ
い
て

市
長
と
一
緒
に
語
り
合
い
ま
し
ょ
う

　
市
で
は
、
よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
に
繋
げ

る
た
め
、
市
民
の
皆
さ
ま
と
直
接
語
り
合
う

「
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」を
開
催
し
ま
す
。

　
今
回
の
テ
ー
マ
は
私
た
ち
の
生
活
に
身
近

な「
仙
北
市
の
フ
ァ
ン
づ
く
り
・
移
住
」「
空

き
家
の
こ
ま
り
ご
と
」「
地
域
の
足
・
公
共
交

通
」の
３
つ
で
す
。

　
「
こ
う
な
っ
た
ら
い
い
な
」「
こ
こ
を
も
っ

と
こ
う
し
て
ほ
し
い
」と
い
っ
た
、
皆
さ
ま

の
率
直
な
意
見
や
ア
イ
デ
ア
を
ぜ
ひ
会
場
で

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
市
民
同
士
、
ま
た
市

長
を
は
じ
め
市
の
担
当
者
と
一
緒
に
、
仙
北

市
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
考
え
ま
し
ょ
う
。

　
中
高
生
を
は
じ
め
若
い
世
代
の
斬
新
な
意

見
も
大
歓
迎
で
す
の
で
、
幅
広
い
年
齢
層
か

ら
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

●
開
催
日
時
お
よ
び
会
場
／

▼�

8
月
1
日
㈯ 

9
時
30
分
～
11
時
30
分

  

田
沢
湖
総
合
開
発
セ
ン
タ
ー 

1
階 

大
集
会
室

▼��

8
月
1
日
㈯ 

13
時
30
分
～
15
時
30
分

�  

角
館
庁
舎 

１
階 

１
０
１・１
０
２
会
議
室

▼�

8
月
８
日
㈯ 

9
時
30
分
～
11
時
30
分

  

西
木
総
合
開
発
セ
ン
タ
ー 

２
階 

集
会
室　

※
各
会
場
と
も
定
員
は
30
名
程
度
で
す
。

●
当
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
／

※�

堅
苦
し
い
説
明
会
で
は
な
く
、
参
加
型
の
タ
ウ
ン

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
す
。

①�

市
長
メ
ッ
セ
ー
ジ 

今
の
課
題
と
こ
れ
か
ら

の
仙
北
市

②
テ
ー
ブ
ル
ト
ー
ク
１

　
テ
ー
マ「
移
住
」「
空
き
家
」「
公
共
交
通
」ご

と
に
分
か
れ
て
課
題
を
出
し
合
い
ま
す

③
テ
ー
ブ
ル
ト
ー
ク
２

　
解
決
の
た
め
の
ア
イ
デ
ア
を
話
し
合
い
ま
す

④�

意
見
交
換 

出
さ
れ
た
ア
イ
デ
ア
を
も
と
に
、

市
と
参
加
者
で
話
し
合
い
ま
す

●�

市
出
席
予
定
者
／
市
長
、
副
市
長
、
教
育

長
、
総
務
部
長
、
企
画
部
長
、
各
市
民
セ

ン
タ
ー
所
長

●�

参
加
方
法
／
事
前
の
申
し
込
み
が
必
要
で

す
。

▼�

電
話
申
込
／
参
加
者
の
氏
名
、
電
話
番
号
、

参
加
希
望
日
、
テ
ー
ブ
ル
ト
ー
ク
で
希
望
す

る
テ
ー
マ（
移
住
、
空
き
家
、
公
共
交
通
）

1
～
３
位
を
ま
ち
づ
く
り
課
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

▼�

Ｗ
Ｅ
Ｂ
申
込
／
左
の
二
次
元
コ
ー
ド
を
読
み

込
み
、
フ
ォ
ー
ム
か
ら
必
要
事
項
を
入
力
し

て
く
だ
さ
い
。

※�

テ
ー
ブ
ル
ト
ー
ク
の
テ
ー
マ
で
希
望
に
偏
り
が

あ
る
場
合
は
調
整
の
う
え
配
置
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

●
申
込
締
切
／
７
月
27
日
㈪ 

17
時
ま
で

●�

問
合
せ
／
ま
ち
づ
く
り
課　

　
☎
43ｰ

３
３
１
５

申
込
フ
ォ
ー
ム
は

こ
ち
ら
→

小
型
家
電
回
収
ボ
ッ
ク
ス
の
利
用
に
つ
い
て

　
小
型
家
電
回
収
ボ
ッ
ク
ス
は
、
市
内
各
庁

舎
と
よ
ね
や
角
館
店
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
利
用
に
あ
た
り
い
く
つ
か
守
っ
て
い
た

だ
き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼�

小
型
家
電
回
収
ボ
ッ
ク
ス
は
、
ご
み
箱
で

は
な
い
の
で
可
燃
ご
み
、
空
き
缶
、
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
な
ど
関
係
の
な
い
ご
み
を
入
れ

な
い
で
く
だ
さ
い
。
関
係
の
な
い
ご
み
が

入
っ
て
い
る
と
、
回
収
作
業
の
妨
げ
に
な

り
ま
す
。

▼�

乾
電
池
や
ボ
タ
ン
電
池
は
、
今
年
度
４
月

か
ら
燃
え
な
い
ご
み
と
し
て
収
集
さ
れ
て

い
る
た
め
、
小
型
家
電
回
収
ボ
ッ
ク
ス
へ

は
入
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

▼�

小
型
家
電
回
収
ボ
ッ
ク
ス
に
小
型
家
電
を

入
れ
る
際
は
、
ビ
ニ
ー
ル
袋
や
ナ
イ
ロ
ン

袋
に
は
入
れ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
入
れ
て
く

だ
さ
い
。

▼�

炊
飯
器
な
ど
の
粗
大
ご
み
や
、
ド
ラ
イ

ヤ
ー
な
ど
の
小
型
家
電
を
、
分
解
し
た
状

態
で
小
型
家
電
回
収
ボ
ッ
ク
ス
へ
入
れ
な

い
で
く
だ
さ
い
。
基
板
や
部
品
の
角
が
と

が
っ
て
い
る
と
、
持
ち
込
む
方
も
回
収
す

る
側
も
ケ
ガ
を
す
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す

の
で
、
や
め
て
く
だ
さ
い
。
小
型
家
電
回

収
ボ
ッ
ク
ス
に
入
れ
る
際
は
、
分
解
せ
ず

そ
の
ま
ま
の
状
態
で
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

●���

問
合
せ
／
生
活
環
境
課

　
☎
43ｰ

３
３
１
３

●�
応
募
資
格
／
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

を
受
講
し
た
小
学
生
、
中
学
生
、
高
校
生

●�

募
集
作
品
／

▼�

文
芸
作
品（
作
文
、詩
、短
歌
、俳
句
・
川
柳
・
標
語
）

※�

４
０
０
字
詰
め
原
稿
用
紙
に
縦
書
き
。
パ
ソ
コ
ン

使
用
の
場
合
は
、
Ａ
４
版
用
紙
に
印
刷
。

▼�

自
由
作
品（
ポ
ス
タ
ー
、
絵
、
活
動
報
告
な
ど
）

●
応
募
締
め
切
り
／
8
月
24
日
㈪
必
着

●�

提
出
・
問
合
せ
／
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎
43ｰ

２
２
８
３

詳
細
は
こ
ち
ら
→

 

認
知
症
キ
ッ
ズ
サ
ポ
ー
タ
ー
の

「
認
知
症
」を
テ
ー
マ
と
す
る
作
品
を
募
集
し
ま
す
！
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市役所からのお知らせ市役所からのお知らせ

帰
省
に
合
わ
せ
て
参
加
し
ま
せ
ん
か
？

「
あ
き
た
就
職
フ
ェ
ア
」開
催

　
秋
田
県
内
の
企
業
や
市
町
村
と
直
接
話

が
で
き
る「
あ
き
た
就
職
フ
ェ
ア
」が
開
催

さ
れ
ま
す
。
帰
省
シ
ー
ズ
ン
に
合
わ
せ
た

開
催
と
な
り
ま
す
の
で
、「
将
来
は
仙
北
市

へ
戻
り
た
い
」と
お
考
え
の
、
県
外
に
お
住

ま
い
の
ご
家
族
や
ご
友
人
へ
ぜ
ひ
こ
の
機

会
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
本
イ
ベ
ン
ト
は
、
県
内
で
の
就

職
や
転
職
を
お
考
え
の
県
内
・
市
内
在
住

の
皆
さ
ま
に
も
ご
活
用
い
た
だ
け
ま
す
。

　
地
元
企
業
を
知
る
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
で

す
の
で
、
就
職
活
動
中
の
学
生
さ
ん
や
、

転
職
を
検
討
さ
れ
て
い
る
社
会
人
の
方
も

ぜ
ひ
お
気
軽
に
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

　
当
日
は
、
県
内
企
業
・
市
町
村
・
業
界
団

体
な
ど
が
出
展
す
る
ほ
か
、
就
職
相
談
・
移

住
相
談
な
ど
の
ブ
ー
ス
も
設
置
し
ま
す
。

●
日
時
／
8
月
11
日（
火
・
祝
） 

12
時
～
16
時

●�

会
場
／
秋
田
拠
点
セ
ン
タ
ー 

ア
ル
ヴ
ェ

（
秋
田
市
東
通
仲
町
４ｰ

１
）1
階
き
ら
め

き
広
場
、
2
階
多
目
的
ホ
ー
ル

●�

対
象
／
秋
田
県
内
へ
の
就
職
・
移
住
を
検

討
し
て
い
る
方
、
関
心
が
あ
る
方

※�

学
生
・
社
会
人
、
県
内
外
在
住
を
問
い
ま
せ

ん
。
ご
家
族
同
伴
で
の
参
加
も
可
能
で
す
。

※�

出
展
企
業
な
ど
の
詳
細
は
、
7
月
中
旬
公
開

予
定
の
特
設
サ
イ
ト
に
て
順
次
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

●
問
合
せ
／
商
工
課

　
☎
43ｰ

３
３
５
１

　
公
益
財
団
法
人
秋
田
県
ふ
る
さ
と
定
住
機
構

　
☎
０
１
８ｰ

８
２
６ｰ

１
７
３
１

令和10年４月開校予定

神代小学校・西明寺小学校・桧木内小学校の統合による
新しい小学校の「 校名 」を

募集します！募集します！
～３つの小学校の想いをつなぎ、
未来を拓く新しい学び舎～

豊かな自然や地域のつながりを大切
にし、子どもたちがのびのびと学び、
成長できる学校を目指します。

募集要項

●募集期間　7月1日㈬から 8月17日㈪【必着】

●校名案の応募基準
（1）�常用漢字、ひらがな、カタカナを使用してください。（併

用可）
（2）�読み方がわかりやすい名称としてください。
（3）漢字の場合は、ふりがなを付けてください。
（4）�地域の特色が感じられるなど親しみやすい名称として

ください。

●応募資格
（1）３小学校の在校生およびその保護者
（2）３小学校の学区にお住まいの方
（3）３小学校の卒業生
（4）３小学校の教職員および元教職員

●校名の決定方法
　応募いただいた校名案をもとに、統合準備委員会で候補
を選定し、教育委員会および市議会での手続きを経て正式
決定します。
※�必ずしも応募数の多い校名案を選定するものではありません。

記入項目
（すべて必要）

①校名案（ふりがな）
②校名案を考えた理由
③�応募者区分（保護者、学区住民、卒業生、
教職員、元教職員）
④応募者の氏名、年齢、住所、連絡先

●応募用紙について
　教育委員会、各市民センター・出張所に備え付けてい
るほか、市ホームページ＞学校適正配置・学校統合＞神
代小・西明寺小・桧木内小・統合準備委員会に掲載してい
ます。

●応募先・問合せ／仙北市教育委員会 学校統合推進室
〒014-0398　秋田県仙北市角館町上野18番地

☎0187-43-3381　FAX 0187-54-2112　電子メール kyhaichi@city.semboku.akita.jp

応募方法

ホームページ→

応募フォーム→

（1）オンラインフォームによる方法
　�下の二次元コードからアクセスし、記入項目を入力し
てください。

※応募はお1人につき1点までとします。

（2）持参による方法
　�応募用紙（※）を、教育委員会、各市民センター・出
張所へ、「教育委員会行き　校名応募」と記した封筒に
入れて提出してください。

（3）ＦＡＸ、郵送による方法
　下の応募先へ応募用紙を送付してください。
（4）電子メールによる方法
　�下の応募先へ、件名を「校名応募」として、応募用紙を
添付するかメール本文に上の記入項目をもれなく記入
して送信してください。

地域の皆さまに親しまれる新しい学校にふさわしい校名案をぜひお寄せください。

試験区分 採用人数 受験資格 第１次試験 第2次試験 合格者採用日

高校卒業程度
一般行政 3名程度 平成13年4月2日から平成21年4月1日までに生

まれた人（ただし、学校教育法による大学（短期大
学・高等専門学校を含む）を卒業した人もしくは令
和9年3月卒業見込みの人またはこれらに相当する
学歴を有すると認められる人は受験できません。）

9月20日㈰ 10月20日㈫ 令和9年
4月1日予定

初級土木 1名程度

●�申込方法／仙北市ホームページトップ画面から職員採用
試験情報にアクセスし、エントリーシートをダウンロー
ドのうえ、必要事項を入力してください。エントリーシー
ト作成後、再び職員採用試験情報にアクセスし、ページ
下部の「仙北市スマート申請サービス」にアクセスをし

て、利用者登録と受験申込を行ってください。
※試験区分ごとにアドレスが違いますので、ご注意ください。
●�申込受付期間／ 7月27日㈪から８月28日㈮17時15
分まで

●問合せ／総務課　☎43-1111

時
間
外
交
付
→

証
明
書
コ
ン
ビ
ニ

交
付
サ
ー
ビ
ス
→

　
完
全
予
約
制
に
よ
る
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
時
間
外
交
付
を

行
い
ま
す
。

　

写
真
付
き
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
申
請
し
、
お
手
元
に

交
付
通
知
書
の
ハ
ガ
キ
が
届
い

て
い
る
方
を
対
象
に
、
時
間
外

で
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交

付
を
行
い
ま
す
。

※�

交
付
は
予
約
し
た
方
の
み
に
限
り
ま

す
。
ま
た
時
間
外
の
交
付
窓
口
は
角

館
庁
舎
の
み
と
な
っ
て
い
ま
す
の

で
、あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
時
間
外
で
の
交
付
を
希
望
す
る

方
は
、
各
交
付
日
の
２
日
前
ま
で

に
電
話
に
て
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取

り
場
所
が
田
沢
湖
庁
舎
、
西
木
庁

舎
と
な
っ
て
い
る
方
に
つ
い
て
も
、

２
日
前
ま
で
に
連
絡
を
い
た
だ
け

れ
ば
角
館
庁
舎
に
て
受
け
取
り
が

可
能
で
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け

取
り
に
つ
い
て
は
原
則
本
人
が
来

庁
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●�

時
間
外
交
付
日
時
／

▼
7
月
／
8
日
、
22
日

▼
8
月
／
12
日
、
26
日

▼
9
月
／
16
日
、
30
日

※
17
時
15
分
～
19
時
ま
で

●�

持
参
す
る
物
／

▼�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
通

知
書
の
ハ
ガ
キ

▼�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド

※�

紛
失
し
て
い
る
場
合
に
は
、
紛
失
届

を
記
入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
本
人
確
認
書
類

※�

運
転
免
許
証
、
旅
券
、
在
留
カ
ー
ド

な
ど
の
う
ち
１
点
。
こ
れ
ら
を
お
持

ち
で
な
い
方
は
、
健
康
保
険
の
資
格

確
認
書
ま
た
は
年
金
手
帳（
年
金
証
書

で
も
可
）お
よ
び「
氏
名
・
生
年
月
日
」

ま
た
は「
氏
名
・
住
所
」が
記
載
さ
れ

た
書
類（
社
員
証
、
学
生
証
、
医
療

受
給
者
証
な
ど
）。

▼�

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
お
持
ち

の
方
の
み
）

●�

予
約
連
絡
先
／
国
保
市
民
課
市
民

係 

☎
43ｰ

３
３
０
７

　
（
各
交
付
日
の
2
日
前
ま
で
）

※�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
て

コ
ン
ビ
ニ
で
の
証
明
書
交
付
も
行
っ

て
い
ま
す
。
料
金
は
窓
口
と
変
わ
り

ま
せ
ん
。

●
問
合
せ
／
国
保
市
民
課
市
民
係

　
☎
43ｰ

３
３
０
７

令和 8 年度仙北市職員採用試験のお知らせ
高校卒業程度一般行政、初級土木、 仙北市職員採用

情報はこちら

※複数の試験区分を併願することはできません。

完
全
予
約
制
に
よ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

時
間
外
交
付
を
行
い
ま
す
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市役所からのお知らせ

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

    
加
入
し
て
い
る
皆
さ
ま
へ

国
民
健
康
保
険
に

     

加
入
し
て
い
る
皆
さ
ま
へ

後
期
高
齢
者
の
方
へ
資
格
確
認
書
等
が

交
付
さ
れ
ま
す

　
有
効
期
限
が
７
月
31
日
の
資
格
確
認
書
を

お
持
ち
の
方
へ
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
状
況

な
ど
に
よ
り
、新
し
い「
資
格
確
認
書
」か「
資

格
情
報
の
お
知
ら
せ（
資
格
情
報
通
知
書
）」の

ど
ち
ら
か
が
７
月
中
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

※�「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」は
、
医
療
機
関
の
窓
口

な
ど
で
マ
イ
ナ
保
険
証
が
読
み
取
れ
な
い
と
き
に

補
助
的
に
使
用
で
き
ま
す
が
、「
資
格
情
報
の
お
知

ら
せ
」だ
け
で
は
医
療
機
関
を
受
診
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
マ
イ
ナ
保
険
証
と
一
緒

に
医
療
機
関
へ
持
参
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

●�「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」の
送
付
対
象
／

次
の
条
件
を
全
て
満
た
し
て
い
る
方

▼
84
歳
以
下
の
方

▼�

マ
イ
ナ
保
険
証
を
直
近
１
年
間
に
６
回
以
上

利
用
し
て
い
る
方

▼�

マ
イ
ナ
保
険
証
を
直
近
３
か
月
に
１
回
以
上

利
用
し
た
方

　
「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」が
送
付
さ
れ
た

方
に
は
、「
資
格
確
認
書
」は
交
付
さ
れ
ま
せ
ん

が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
は
、
申
請

す
る
と「
資
格
確
認
書
」を
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

▼�

マ
イ
ナ
保
険
証
を
一
時
的
に
利
用
で
き
な
い

方（
紛
失
、
更
新
中
な
ど
）

▼�

マ
イ
ン
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
返
納
す
る
方

▼�

マ
イ
ナ
保
険
証
で
の
受
診
が
困
難
で
あ
る
方

（
介
助
者
な
ど
の
第
三
者
が
資
格
確
認
を
補

助
す
る
必
要
が
あ
る
な
ど
）

　
な
お
、
交
付
さ
れ
た「
資
格
確
認
書
」に
限

度
区
分
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
、
申
請

す
る
と
限
度
区
分
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。（「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」に
は
、
限
度

区
分
が
記
載
さ
れ

ま
せ
ん
。）申
請
先

は
、
各
庁
舎（
上

野
庁
舎
を
除
く
）・

各
出
張
所
の
健
康

保
険
担
当
と
な
り

ま
す
。

　

新
し
い
資
格
確

認
書
は《
む
ら
さ

き
色
》で
す
。

長
期
に
入
院（
所
得
区
分
が
低
所
得
Ⅱ
）

し
た
と
き
の
食
事
代
に
つ
い
て

　

入
院
時
の
食
事
代
は
、
低
所
得
Ⅱ
の
認
定

を
受
け
て
い
る
期
間
に
お
い
て
、
過
去
１
年

間
で
入
院
日
数
が
90
日
を
超
え
た
方
は
申

請
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
減
額
さ
れ
ま
す
。�

　
や
む
を
得
ず
減
額
が
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
場

合
で
も
、
申
請
に
よ
っ
て
差
額
の
支
給
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
国
保
市

民
課
国
保
年
金
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

交
通
事
故
な
ど
に
あ
っ
た
と
き

　
交
通
事
故
な
ど
他
人(

第
三
者)

の
行
為
に

よ
っ
て
病
気
や
け
が
を
し
た
場
合
で
も
、
健
康

保
険
で
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
届

出
が
必
要
で
す
の
で
国
保
市
民
課
国
保
年
金
係

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●�

問
合
せ
／
国
保
市
民
課
国
保
年
金
係

　
☎
43ｰ

３
３
１
６

マ
イ
ナ
保
険
証
で
の
受
診
が
困
難
な
方
へ

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方

に
は
、
7
月
中
に「
資
格
確
認
書
」ま
た
は

「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」を
、
世
帯
主
宛

て
に
簡
易
書
留
で
お
送
り
し
ま
す
。

　
８
月
１
日
以
降
、
医
療
機
関
を
受
診
す

る
際
は
、
マ
イ
ナ
保
険
証
か
今
回
お
送
り

す
る「
資
格
確
認

書
」を
お
使
い
く

だ
さ
い
。

　
「
資
格
確
認

書
」・「
資
格
情
報

の
お
知
ら
せ
」の

取
扱
い
に
つ
い
て

は
、
同
封
す
る
通

知
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

　
マ
イ
ナ
保
険
証
を
持
っ
て
い
て
も
、
高

齢
者
や
障
が
い
な
ど
に
よ
り
マ
イ
ナ
保
険

証
で
の
受
診
が
困
難
な
方
や
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
紛
失
・
更
新
中
の
方
は
申

請
に
よ
り「
資
格
確
認
書
」の
交
付
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
次
の
書
類
を
持
参
の
上
、
お
近
く
の
市
役

所
各
庁
舎（
上
野
庁
舎
を
除
く
）・
出
張
所
の

国
保
担
当
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼�

施
設
入
所
契
約
書
や
障
害
者
手
帳
な
ど

▼�

届
出
者
の
本
人
確
認
書
類（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
や
運
転
免
許
証
な
ど
）

限
度
額
適
用
認
定
証
ま
た
は

限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
に
つ
い
て

　
マ
イ
ナ
保
険
証
を
利
用
さ
れ
て
い
る

方
は
、認
定
証
の
申
請
を
し
な
く
と
も
、

医
療
機
関
の
窓
口
で
の
支
払
い
は
限
度

額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
場
合
は
こ
れ

ま
で
ど
お
り
発
行
申
請
が
可
能
で
す
。

▼�

マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
で
な
い
方

▼�

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
未
導
入
の
医

療
機
関
を
受
診
さ
れ
る
方

▼�

医
療
機
関
か
ら
提
示
を
求
め
ら
れ
た

方
※�

対
象
外
の
所
得
区
分
の
方
や
、
ご
自
身

の
状
況
に
よ
り
発
行
の
要
否
が
異
な
り

ま
す
。
不
明
な
点
は
窓
口
ま
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

後期高齢者医療資格確認書

市役所からのお知らせ

●�

問
合
せ
／
国
保
市
民
課
国
保
年
金
係

　
☎
43ｰ

３
３
１
６

市役所からのお知らせ

福
祉
医
療
費
受
給
者
証

     （
マ
ル
福
）を
郵
送
し
ま
す

　
今
年
度
よ
り
会
場
で
の「
福
祉
医
療
費
受

給
者
証（
以
下
、
受
給
者
証
）」交
付
を
取
り

や
め
、
対
象
の
方
へ「
郵
送
」で
お
届
け
す

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
更
新
手
続
き

は
不
要
で
す
。
現
在
お
手
元
に
あ
る
受
給
者

証
の
有
効
期
限
が
令
和
８
年
７
月
31
日
の
方

で
、
８
月
以
降
も
対
象
と
な
る
方
に
は
、
７

月
末
ま
で
に
８
月
１
日
か
ら
使
用
す
る
受
給

者
証
を
郵
送
し
ま
す
。
な
お
、
現
在
お
持
ち

の
受
給
者
証
の
有
効
期
限
が
７
月
31
日
で
は

な
い
方（
無
期
限
の
方
な
ど
）は
、
引
き
続

き
お
持
ち
の
受
給
者
証
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

次
の
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い

▼
令
和
７
年
中
の
所
得
が
確
認
で
き
な
い
方

▼
受
給
者
区
分
が
変
更
と
な
る
方
な
ど

　
内
容
を
ご
確
認
の
う
え
、
期
日
ま
で
に
お

手
続
き
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

次
の
方
に
は
個
別
に
案
内
を

郵
送
し
ま
す

▼�

7
月
末
ま
で
に
新
し
い
受
給
者
証
が
届
か

な
い
場
合

▼
記
載
内
容
に
変
更
が
あ
る
場
合

　
お
手
数
で
す
が
担
当
窓
口
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
の

納
付
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す

　

国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者
は
、

毎
月
保
険
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　
経
済
的
な
事
情
で
納
付
が
難
し
い

場
合
は
、
保
険
料
が「
免
除
」ま
た
は

「
猶
予
」さ
れ
る
制
度
が
あ
り
、
こ
の

制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
将
来
の
年

金
受
給
権
だ
け
で
な
く
、
万
一
の
事

故
な
ど
に
よ
り
障
が
い
を
負
っ
た
と

き
の
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
を

確
保
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
未
納

の
ま
ま
に
せ
ず
、
免
除
ま
た
は
猶
予

の
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。 

　
申
請
は
、
市
役
所
の
国
民
年
金
担

当
窓
口
か
年
金
事
務
所
で
す
。
郵
送

や
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
利
用
し
た
電

子
申
請
も
可
能
で
す
。

※�

令
和
8
年
度
の
免
除
・
猶
予
申
請
の
受

付
は
7
月
１
日
か
ら
と
な
り
ま
す
。

●�

問
合
せ
／
国
保
市
民
課
国
保
年
金
係

　
☎
43ｰ

３
３
１
６

介
護
保
険
は
介
護
を
社
会
全
体
で
支
え
る
制
度

で
あ
り
、
保
険
料
は
こ
の
制
度
を
支
え
る
大
切

な
財
源
で
す
。

　

65
歳
以
上
の
方
（
第
１
号
被
保
険
者
）
の
介

護
保
険
料
は
所
得
や
住
民
税
課
税
状
況
に
よ
っ

て
決
定
し
、
納
め
方
は
納
付
書
や
口
座
振
替
で

納
め
る
普
通
徴
収
と
年
金
か
ら
の
差
し
引
き
で

納
め
る
特
別
徴
収
に
分
か
れ
ま
す
。
介
護
保
険

料
額
の
お
知
ら
せ
は
7
月
中
旬
に
発
送
し
ま
す
。

▼�

普
通
徴
収
／
7
月
中
旬
送
付
の
納
付
書
に
よ

り
納
め
ま
す
。
納
め
忘
れ
を
防
ぐ
た
め
、
口

座
振
替
の
利
用
を
お
勧
め
し
ま
す
。

※�

普
通
徴
収
の
対
象
と
な
る
方
は
、
年
金
の
年
額

が
18
万
円
未
満
ま
た
は
受
給
し
て
い
な
い
方
、

４
月
１
日
の
時
点
で
年
金
を
受
け
て
い
な
い

方
、
令
和
8
年
度
中
に
65
歳
に
な
る
方
な
ど

で
す
。

▶�

特
別
徴
収
／
年
金
支
給
月
（
偶
数
月
）
に
年

金
か
ら
の
差
し
引
き
に
よ
る
納
付
と
な
り
ま

す
。

※�

災
害
な
ど
の
特
別
な
事
情
に
よ
り
保
険
料
を

支
払
う
こ
と
が
一
時
的
に
困
難
な
と
き
は
、

申
請
に
よ
っ
て
介
護
保
険
料
の
減
免
ま
た
は

徴
収
猶
予
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
次
の
お
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●���

問
合
せ
／

▼�

介
護
保
険
事
務
所 

保
険
給
付
班 

☎0187-
86-3911

▼
仙
北
市
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

☎43-2283

▼
仙
北
市
福
祉
政
策
課
長
寿
支
援
係 

☎43-
2281

あ

令和8年度介護保険料

段階 区 分（令和８年度の住民税課税状況等） 保険料（年額）

1

世帯全員が

住民税非課税

生活保護を受給している方、
（A) が 82.65 万円以下の方

22,914円 基準額×0.285

2 （A) が 120万円以下の方 30,150円 基準額×0.375

3 （A)が120万円を超える方 55,074円 基準額×0.685

4 住民税課税世帯

（本人非課税）

（A) が 82.65 万円以下の方 70,350円 基準額×0.875

5 （A)が82.65万円を超える方 80,400円 基準額

6

住民税課税世帯

（本人課税）

（B) が 120万円未満の方 96,480円 基準額×1.2

7 （B) が 120万円以上、
210万円未満の方

104,520円 基準額×1.3

8 （B) が 210万円以上、
320万円未満の方

120,600円 基準額×1.5

9 （B) が 320万円以上、
420万円未満の方

136,680円 基準額×1.7

10 （B) が 420万円以上、
520万円未満の方

152,760円 基準額×1.9

11 （B) が 520万円以上、
620万円未満の方

168,840円 基準額×2.1

12 （B) が 620万円以上、
720万円未満の方

184,920円 基準額×2.3

13 （B) が 720万円以上の方 192,960円 基準額×2.4

令
和
８
年
度

介
護
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て

介
護
保
険
は
介
護
を
社
会
全
体
で
支
え
る
制
度

で
あ
り
、
保
険
料
は
こ
の
制
度
を
支
え
る
大
切

な
財
源
で
す
。

　
65
歳
以
上
の
方（
第
１
号
被
保
険
者
）の
介
護

保
険
料
は
所
得
や
住
民
税
課
税
状
況
に
よ
っ
て

決
定
し
、
納
め
方
は
納
付
書
や
口
座
振
替
で
納

め
る
普
通
徴
収
と
年
金
か
ら
の
差
し
引
き
で
納

め
る
特
別
徴
収
に
分
か
れ
ま
す
。
介
護
保
険
料

額
の
お
知
ら
せ
は
7
月
中
旬
に
発
送
し
ま
す
。

▼�

普
通
徴
収
／
7
月
中
旬
送
付
の
納
付
書
に
よ
り

納
め
ま
す
。
納
め
忘
れ
を
防
ぐ
た
め
、
口
座
振

替
の
利
用
を
お
勧
め
し
ま
す
。

※�

普
通
徴
収
の
対
象
と
な
る
方
は
、
年
金
の
年
額
が

18
万
円
未
満
ま
た
は
受
給
し
て
い
な
い
方
、
４
月
１

日
の
時
点
で
年
金
を
受
け
て
い
な
い
方
、
令
和
8
年

度
中
に
65
歳
に
な
る
方
な
ど
で
す
。

▼�

特
別
徴
収
／
年
金
支
給
月（
偶
数
月
）に
年
金

か
ら
の
差
し
引
き
に
よ
る
納
付
と
な
り
ま
す
。

※�

災
害
な
ど
の
特
別
な
事
情
に
よ
り
保
険
料
を
支
払
う

こ
と
が
一
時
的
に
困
難
な
と
き
は
、
申
請
に
よ
っ
て

介
護
保
険
料
の
減
免
ま
た
は
徴
収
猶
予
が
認
め
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
次
の
お
問
い
合
わ

せ
先
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●���

問
合
せ
／

▼
介
護
保
険
事
務
所 

保
険
給
付
班

　
☎
０
１
８
７ｰ

86ｰ

３
９
１
１

▼
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 　
☎
43ｰ

２
２
８
３

▼�

福
祉
政
策
課　
☎
43ｰ

２
２
８
１

（A) 本人の前年の［合計所得金額+課税年金収入額］
（B) 本人の前年の合計所得金額

市役所からのお知らせ

免除額 保険料

全額免除 17,920円 0円
4分の3
免除

13,440円 4,480円

半額免除 8,960円 8,960円
4分の 1
免除

4,480円 13,440円

【免除が承認された場合の
免除額と保険料】

※�

一
部
免
除
が
承
認
さ
れ
た
場
合
に
減
額

さ
れ
た
保
険
料
を
納
付
し
て
い
な
い
期

間
は
、
未
納
扱
い
と
な
り
ま
す
。

●�

問
合
せ
／
国
保
市
民
課
国
保
年
金
係 

☎
43ｰ

３
３
１
６

　
大
曲
年
金
事
務
所

　
☎
０
１
８
７ｰ

63ｰ

２
２
９
６

福祉医療費受給者証

資格確認書

資
格
確
認
書
な
ど
が
交
付
さ
れ
ま
す
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世帯主および被保険者の総所得金額
などが下記の基準を超えない世帯 軽減割合 均等割額 令和7年度との差額

43万円＋（給与・年金所得者など※の
数－１）×10万円

医療分：7.2割※１
子ども分：７割

医療分：15,678円
子ども分：405円

医療分：2,100円
子ども分：405円

43万円＋（給与・年金所得者など※の
数－１）×10万円＋31万円×世帯の
被保険者数

5割 医療分：27,998円
子ども分：675円

医療分：5,368円
子ども分：675円

43万円＋（給与・年金所得者など※の
数－１）×10万円＋57万円×世帯の
被保険者数

2割 医療分：44,796円
子ども分：1,080円

医療分：8,588円
子ども分：1,080円

●均等割額の軽減措置／

　2年ごとに改定される保険料率は、「秋田県後期高齢者医療広域連合」が決定してい
ます。市町村では、広域連合で決定した保険料率に基づき、保険料の通知や納付書を
みなさまに送付しています。
　医療費の急増などが原因で、保険料は年々増加傾向にあります。健康で安心な医療
制度運営のため、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
　なお、保険料率改定に関する疑問 ･質問は、広域連合で設置するコールセンターで
受け付けています。
●問合せ／秋田県後期高齢者医療広域連合コールセンター
　☎0120-331-150
　（受付時間：平日9時から 18時まで ※受付期間：9月30日まで）

保険料率の算定について

　国により、令和８年度から子ども・子育て支援金制度が始まります。
　子ども・子育て支援金制度は、全世代から医療保険料とあわせて支援金を拠出
いただき、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
　皆さまから拠出いただく支援金は、「児童手当の拡充」や「妊婦のための支援給
付」などの子どもや子育て世帯を支援する事業に充てられます。
　子ども・子育て支援金制度に関するお問い合わせは、こども家庭庁コールセン
ターで受け付けています。
●問合せ／こども家庭庁コールセンター
　☎0120-303-272（受付時間：平日９時から 18時まで）

子ども・子育て支援金制度について

市役所からのお知らせ

後期高齢者医療保険料について
令和８年度

※給与・年金所得者などとは、以下のいずれかを満たす方です。
▶一定の給与所得者（給与収入55万円超）
▶公的年金などに係る所得を有する方
　（公的年金などの収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で125万円超）
※1 令和８・９年度は特例として医療分の７割軽減を7.2割軽減とします。

市役所からのお知らせ

　４月１日号の広報せんぼくでもお知らせしましたが、後期高齢者医療制度の保険料率
は、２年ごとに改定されることになっており、令和８年度から保険料率が変更されます。
所得が一定以下の世帯の方に適用される保険料の軽減措置についても、変更されます。
後期高齢者医療の保険料は、県内の加入者全員に等しく納めていただく「均等割額」と、
加入者本人の基礎控除後所得に応じて納めていただく「所得割額」がありますが、所得の
低い世帯の方は、世帯主および被保険者の所得に応じて、下の表のとおり軽減されます。

令和８年度から
後期高齢者医療制度の保険料率が変わります

保険料率の改定保険料率の改定

令和７年度まで

均等割額 45,260円

所得割率 9.02％

令和８年度から
（子ども分は令和８年度の額）

均等割額 医療分：55,996円
子ども分：1,350円

所得割率 医療分：9.73 ％
子ども分：0.25％

※1従来の後期高齢者医療保険負担分を「医療
分」と表記しています。

※2子ども・子育て支援納付金分を「子ども分」
と表記しています。

　令和７年中の所得に応じて確定した、令和８年度の後期高齢者医療保険料をお知らせする
通知を加入者の皆さまにお送りします。保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等割額」
と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、個人単位で賦課されます。
保険料は、特別徴収（年金からの納付）と普通徴収（口座振替または納付書による納付）での
納付になりますので、ご確認ください。

保険料額決定通知が７月中に届きます

均等割額【55,996円】
＋

所得割額【（総所得金額）－43万円】×9.73％

※100円未満切捨て

均等割額【1,350円】
＋

所得割額【（総所得金額）－43万円】×0.25％

※100円未満切捨て

医療分（※1）医療分（※1）限度額85万円限度額85万円

子ども分（※2）子ども分（※2）限度額2万1千円限度額2万1千円

年間保険料の構成年間保険料の構成

後期高齢者医療保険料について
令和８年度

市役所からのお知らせ

改定後の保険料率に基づく保険料額は、7月10日に発送する予定です。

このページに関する問合せ／
税務課　☎ 43-1117
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令和7年度 令和８年度

医療分 所得割率 6.80% 所得割率 6.56％

国保加入者の医療費にあてるための分
（全ての世帯が負担）

均等割額 18,000円 均等割額 16,000円

平等割額 17,000円 平等割額 15,000円

課税限度額 660,000円 課税限度額 670,000円

後期高齢者支援金分 所得割率 3.50％ 所得割率 3.50％

後期高齢者医療制度の医療費などにあて
るための課税額（全ての世帯が負担）

均等割額 9,000円 均等割額 9,000円

平等割額 8,000円 平等割額 8,000円

課税限度額 260,000円 課税限度額 260,000円

介護納付金分 所得割率 3.00％ 所得割率 3.00％

介護保険制度の第２号被保険者として納
めていただく分（被保険者の中に 40歳
から 64歳までの方がいる世帯が負担）

均等割額 10,000円 均等割額 11,000円

平等割額 4,000円 平等割額 5,000円

課税限度額 170,000円 課税限度額 170,000円

子ども・子育て支援金分 所得割率 所得割率 0.24％

子育てを社会全体で支援するため納めて
いただく分

（18歳以上の被保険者が負担）

均等割額 均等割額 1,000円

18歳以上均等割額 18歳以上均等割額 40円

平等割額 平等割額 1,000円

課税限度額 課税限度額 30,000円

減 増

市役所からのお知らせ市役所からのお知らせ

国民健康保険税の改正等について
令和８年度

国民健康保険税の改正等について

　子ども・子育て支援金制度は、全世代からの納付金により、子どもや子育てを社会全
体で応援する仕組みであり、財源は加入している医療保険から徴収されます。そのため、
国民健康保険においては、従来の「医療分」、「後期高齢者支援金分」、「介護保険納付金
分 ( ※ )」、に加えて「子ども・子育て支援金分」を上乗せして納付いただくこととなり
ます。

国民健康保険税は世帯単位で課税され、
世帯主が納税義務者になります

　国民健康保険税は、「医療分」、「後期高齢者支援金分」、「介護保険納付金分 (※ )」、「子
ども・子育て支援金分」による構成です。被保険者（国民健康保険の加入者）の人数に
応じて負担いただく「均等割額」、世帯単位で負担いただく「平等割額」、前年中の所
得に応じて負担いただく「所得割額」を合算して計算します。税額はその年度の４月か
ら３月までの１年間分を７月に決定し、世帯主の方へ通知します。なお、世帯主が国
民健康保険に加入していない場合（社会保険や後期高齢者医療保険）でも、擬制世帯主
として世帯主の方が納税義務者になります（地方税法第703条の４）。

税率・課税限度額が変更となります

　令和８年度の税率は表のとおりです (15 ページ )。今年度から「子ども・子育て支援
金分」を上乗せして徴収すること、また、「介護保険納付金分 ( ※ )」の税率を引き上げ
ることとなりますが、その増税となる分を「医療分」の税率を引き下げることにより、
負担増とならないようにしています。「医療分」について、所得割を 0.24％、均等割額・
平等割額をそれぞれ 2,000円引き下げ、「介護保険納付金分 ( ※ )」を均等割額・平等割
額をそれぞれ 1,000円引き上げます。「子ども・子育て支援金分」の所得割を 0.24％、
均等割額・平等割額をそれぞれ 1,000円としています。課税限度額については、「後期
高齢者支援金分」・「介護保険納付金分 (※ )」の増減はありませんが、「医療分」が１万円
引き上げられ、「子ども・子育て支援金分」は３万円となります。

　令和8年度の納税通知書は7月10日の発送を予定しています。国民健康保険税は、
世帯主が納税義務者となります（地方税法第703条の 4）。世帯単位で計算して世帯
主あてに納税通知書を送付します。また、世帯主の方が国民健康保険以外の健康保険
に加入していても、同じ世帯のどなたかが国民健康保険に加入している場合は、世
帯主が納税義務者となり、世帯主あてに納税通知書を送付します。

　加入の届出が遅れると、国民健康保険税は国保加入資格を得た月まで遡って納めてい
ただくこととなります。さらに、被保険者証がないため、その間の医療を受ける際は全
額自己負担になります。
　また、脱退の届出が遅れると、国民健康保険税と社会保険などの健康保険料を二重に
納付してしまうことにも繋がります。加入・脱退などの手続きが済んでいない方は、市
役所各庁舎・出張所の国保担当窓口でお早めに手続きをお願いします。

国民健康保険の脱退・加入の手続きは、
ご自身で行わなければなりません。

令和８年度

市役所からのお知らせ

このページに関する問合せ／
税務課　☎ 43-1117

令和８年度から
「子ども・子育て支援金制度」が始まります
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※�「介護保険納付金分」は40歳から65歳まで介護保険料を保険税の一部として徴収します。
65歳以降は別途介護保険事務所より請求されます。

市役所からのお知らせ


